
広域ごみ・汚泥処理施設候補地選定委員会傍聴要領 

 （目的） 

第１条 この要領は、広域ごみ・汚泥処理施設候補地選定委員会（以下「委員 

会」という。）設置要綱第６条第４項に基づき、委員会の会議の傍聴に関し 

必要な事項を定めるものとする。 

（公開の基準） 

第２条 委員会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次のいず 

れかに該当する場合は、公開しないことができる。 

 (1) 公開することにより、プライバシーを侵害するおそれがある場合 

 (2) 公開することにより、個人、法人その他の団体の権利利益を害するおそ 

れがある場合又は、事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがある 

場合 

 (3) 公開することにより、各委員の自由な発言と意見交換に支障をきたすな

ど、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じることが明らかに予測される場

合 

（委員会開催の周知） 

第３条 委員会の開催の周知については、次のとおりとする。 

 (1) 委員会の開催日時、場所等は、開催のおおむね１週間前までに公表する 

ものとする。ただし、開催が急を要した場合は、開催日までとする。 

 (2) 前項の規定による事前公表は、開催日時、場所、問い合わせ先等を明記 

した組合ホームページに掲載することにより行うものとする。 

（傍聴できる者） 

第４条 傍聴できる者は、次のとおりとする。 

 (1) 豊岡市・香美町・新温泉町(以下「1市 2町」という。）内に住所を有す 

  る者 

 (2) 1 市 2 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

 (3) 1 市 2 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

 (4) 1 市 2 町内に存する学校に在学する者 

 (5) 報道関係者 

 (6) (1)から(5)に掲げる者のほか、特に委員長が認める者 

 （傍聴の手続） 

第５条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人受付簿(別 

 記様式)に氏名及び住所を記入しなければならない。 

２ 受付においては、傍聴人の遵守事項等を記載した書面及び会議次第を配布

するものとする。 



（傍聴席以外の入場の禁止） 

第６条 傍聴人は、傍聴席以外の場所に入ることができない。 

（傍聴席に入ることができない者） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(1) 銃器、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者 

 (2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携

帯している者 

 (3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は

携帯している者 

 (4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者 

 (5) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯

している者（第９条の規定により、委員長の許可を得た場合を除く。） 

 (6) 酒気を帯びていると認められる者 

 (7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害するおそれがあると認められる 

者 

２ 傍聴席が満席となった場合は、傍聴席に入ることができない。 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は、傍聴席においては静粛を旨とし、次の事項を守らなければ 

 ならない 

 (1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明

しないこと。 

 (2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。 

 (3) 示威的行為をしないこと。 

 (4) 携帯電話等の通信機器の電源を切ること。 

 (5) 飲食又は喫煙をしないこと。 

 (6) みだりに席を離れないこと。 

 (7) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になる

ような行為をしないこと。 

（写真の撮影等の禁止） 

第９条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしては

ならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。 

（指示） 

第 10 条 傍聴人は、委員長・事務局職員の指示に従わなければならない。 

（傍聴人の退場） 

第 11 条 傍聴人は、次の場合には速やかに退場しなければならない。 



 (1) 委員長が会議を公開しない旨を宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。 

 (2) 傍聴人が、この要領に違反したことに対する委員長の命令に従わないと 

き。 

２ 前項第２号の規定により退場を命じられた者は、当日再び傍聴席に入るこ 

とはできない。また、以後においても傍聴席に入ることはできないことがあ 

る。 

（その他） 

第 12 条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員

長が定める。 

 

   附則 

この要領は、平成１９年１１月２７日から施行する。 



別記様式（第５条関係） 

 

 傍聴人受付簿 

    年 月 日開催 

 

受付番号 住 所 氏 名 性別 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



広域ごみ・汚泥処理施設候補地選定委員会傍聴遵守事項等（傍聴者用） 

１．傍聴の手続 

 傍聴の受付は、委員会の１０分前からとする。 

 

２．傍聴できる者 

 (1) 豊岡市・香美町・新温泉町(以下「1市 2町」という。）内に住所を有す 

  る者 

 (2) 1 市 2 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

 (3) 1 市 2 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

 (4) 1 市 2 町内に存する学校に在学する者 

 (5) 報道関係者 

 (6) (1)から(5)に掲げる者のほか、特に委員長が認める者 

 

３．傍聴席に入ることができない者 

 次のいずれかに該当する者は、傍聴できません。また、傍聴席が満席となっ

た場合は、傍聴席に入ることができません。 

(1) 銃器、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者 

 (2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携

帯している者 

 (3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は

携帯している者 

 (4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者 

 (5) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯

している者（委員長の許可を得た場合を除く。） 

 (6) 酒気を帯びていると認められる者 

 (7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害するおそれがあると認められる 

  者 

 

４．傍聴人の遵守事項 

 (1) 傍聴人は傍聴席にある時は、静粛を旨とすること。 

 (2) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明 

  しないこと。 

 (3) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。 

(4) 示威的行為をしないこと。 

 (5) 携帯電話等の通信機器の電源を切ること。 



 (6) 飲食又は喫煙をしないこと。 

 (7) みだりに席を離れないこと。 

 (8) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になる

ような行為をしないこと。 

 

５．指示 

 傍聴人は、委員長及び事務局職員の指示に従うこと。 

 

６．傍聴人の退場 

 傍聴人は、委員長が会議を公開しない旨を宣言し、傍聴人の退場を命じたと

きには速やかに退場しなければなりません。 

 

７．会議の秩序維持 

 傍聴人は、この要領に違反したときは、これを注意し、なお改めないときは、

退場とします。一度退場を命じられた者は、当日再び傍聴席に入ることはでき

ません。また、以後においても傍聴席に入ることはできない場合があります。 

 


